
 

 

 

  

「「生生命命保保険険料料控控除除制制度度」」のの改改正正とと  

保保険険料料控控除除申申告告書書のの記記入入方方法法ののごご案案内内  

 記載の内容は、平成 24年 4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。 

 当社商品のご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「ご契約重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり－定款・約款」を必ずご覧ください。 

平成 24年 1 月より「生命保険料控除制度」が改正になりました。これに伴い、「保険料控除申告書」の記入方法が変更

されましたので、改正された制度の概要と申告書の記入方法についてご案内いたします。 

（生命保険料控除とは、払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減される制度です。） 

収サ-12-0026(1/2 ﾍﾟｰｼﾞ) 必ず他のページもご覧ください。 

２．現在ご加入の保険の生命保険料控除について 

３．生命保険料控除証明書の発行について 

契約日が平成 24年１月１日以降のご契約については新制度が適用されます。 
契約日が平成 23年 12月 31日以前のご契約は、原則として、平成 24年１月１日以降も旧制度が適用されますが、
平成 24年１月１日以降に「更新」「転換」「保障一括見直し」「所定の特約中途付加」を行った場合は、その時点から新
制度が適用されます。 

 生命保険料控除証明書は「スミセイ安心だより」に同封して 10月下旬から 11月上旬にかけて郵送します。 
 ※ご契約によっては、見開きハガキで届く場合などがあります。 

 生命保険料控除証明書の紛失、またはお手元に届かない場合には再発行させていただきます。 
 インターネットまたはコールセンター・ご来店窓口でお手続きいただけます。 

１．改正の概要 

従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて平成 24年 1月から「介護医療保険料控除」が新
設されました。 
控除額はそれぞれについて計算され、各控除限度額は所得税 4万円､住民税 2.8万円です。これにより所得税の場
合、全体の控除限度額が 12万円に引き上げられました。（住民税の全体の控除限度額に変更はありません。） 

旧制度 
契約日が平成 23年 12月 31 日以前の保険契約 

 

) 

新制度 
契約日が平成 24年 1 月 1日以降の保険契約 

) 
控除の種類 

控除限度額 

所得税 住民税 

一般生命保険料控除 4万円 2.8万円 

介護医療保険料控除 4万円 2.8万円 

個人年金保険料控除 4万円 2.8万円 

全体 12万円 7万円 

 

控除の種類 
控除限度額 

所得税 住民税 

一般生命保険料控除 5万円 
 

3.5万円 

 

個人年金保険料控除 5万円 3.5万円 

全体 10万円 7万円 

 ※個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約（’90）の付加が必要です。 

 

 

新設 

証明書の記載 ご契約に適用される制度 

旧制度 旧制度のみ適用 

新制度 新制度のみ適用 

旧制度・新制度 旧・新制度双方が適用 

 

控除証明書上段に「適用制度」が表示されてい

ますので、こちらでご確認ください。 生命保険料控除証明書イメージ 

スミセイコールセンターでのお手続き 

       ０１２０－３０７５０６ 

（証券番号をあらかじめお確かめのうえお電話願います。） 

【受付時間】 月～金曜日 午前９時～午後６時 

         土曜日     午前９時～午後５時 

         （日・祝日・12/31～1/3 を除く） 

インターネットでのお手続き 
  

ｈｔｔｐ：//www.sumitomol i fe.co. jp  
ご契 約 者 さま＞お手 続 一 覧 ＞生 命 保 険 料 控 除 証 明 書 再 発 行  

必要項目をご入力ください。その後１週間程度で郵送いたします。 

詳しくは当社ホームページをご覧ください。 

 住友生命  検索 

生命保険料控除証明書

適用制度：旧制度・新制度
ご契約者 証明年度

住生　太郎　様 平成２４年

＊＊＊お受取人 年金お受取人生年月日

　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

保険種類

　第１１１１１１１１１１１号 　　　終身保険

　証券番号

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 



以下の記入手順に沿って申告書にご記入ください。（当社以外の証明書をお持ちの場合は、あわせて申告ください。） 

■申告書の記入手順 

     ～    は一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料ごとに同じ手順を繰り返す→    を記入する 

 一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分ごと、かつ「新旧区分」ごとに証明書から転記する 

 

契約の基本情報を記入する 
「保険会社名」、「保険種類」、「保険期間」、「契約者氏名」

を転記し、「受取人氏名」、「続柄」を記入する 

※「受取人」はお手元の保険証券でご確認ください 

 

保険料控除額を計算する 
●Ａ欄の金額を計算式Ⅰ（新保険料等用）で計算し、 

①欄へ記入する（40,00１円以上でも最高 40,000円） 

●Ｂ欄の金額を計算式Ⅱ（旧保険料等用）で計算し、 

②欄へ記入する（50,00１円以上でも最高 50,000円） 

 

支払った保険料を記入する 
「新旧区分」、「申告額」を転記する 
※一般の生命保険料は一般の生命保険料欄へ、 

介護医療保険料は介護医療保険料欄へ、 

  個人年金保険料は個人年金保険料欄へ、それぞれ転記する 

（注）「介護医療保険料」は、「新制度」のみなので、「区分」の記入は 

不要 

 

最終的な保険料控除額を記入する 
●①欄と②欄の合計を③欄に記入する 

（40,001円以上でも最高 40,000円） 

●②欄と③欄の大きい方の金額を○イ欄に記入する 

 
支払った保険料を「新旧区分」ごとに合計する 
●「新制度」の保険料の金額を合計し、Ａ欄へ記入する 

●「旧制度」の保険料の金額を合計し、Ｂ欄へ記入する 
 

各区分ごとの保険料控除を合計する 
●○イ○ロ○ハの金額を合計する 

（合計が 120,001円以上でも最高 120,000円） 

（注）旧制度対象契約のみで申告する場合は最高 100,000円 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

１ ６ ５ 

４．保険料控除申告書の記入方法について 

 記載の内容は、平成 24

年 4月現在の税制によ
ります。今後、税制の

変更に伴い、記載の内
容が変わることがあり
ます。 

 当社商品のご検討にあ

たっては、「設計書（契
約概要）」「ご契約重要
事項のお知らせ（注意

喚起情報）」「ご契約の
しおり－定款・約款」
を必ずご覧ください。 

生命保険料

控除証明書 

※右記はイメージ
です。実際の控除

証明書とは異な
ります。 

◆給与所得者の保険料控除申告書◆ （記入例） 

終身 

終身 

終身 

10 年  

 

Ｅの金額を下の計算式Ⅱ（旧保険 
料等用）に当てはめて計算した金額 

 

Ｄの金額を下の計算式Ⅰ（新保険 
料等用）に当てはめて計算した金額 

 

給与の 

支払者の 

確認印 

保険期間 

又は 

年金支払 

期間 

あなたが本年中に支 
払った保険料等の金額 
(分配を受けた剰余金等 

の控除後の金額) 
（ａ） 

 

保険会社等 

の 名 称 

 

保険等の 

種  類 

 

保険等の 

契約者の氏名 

保険金等の受取人 

あなたとの 

続 柄 
氏   名 

住友生命 

住友生命 

 

 
(a)のうち新保険料 
等の金額の合計額 

 

No 

 
住友生命 

 

(a)の金額の合計額 

住友生命 

 

 
(a)のうち新保険料 
等の金額の合計額 

 

計算式Ⅰ（新保険料等用） 
Ａ、Ｃ又はＤの金額 

20,000円以下 

(a)のうち旧保険料 
等の金額の合計額 

 

 

一 
般 
の 
生 
命 
保 
険 
料 

個 
人 
年 
金 
保 
険 
料 

介
護
医
療 

保
険
料 

20,001円から 40,000円まで 

40,001円から 80,000円まで 

80,001円以上 

終身保険 

終身保険 

 

 

Ａ           円 

 (a)のうち旧保険料 
等の金額の合計額 

 

No 

 

終身保険 

 

確定年金 

 

 

Ｃ  円     

円 

Ｄ  円     

円 Ｅ  円     

円 

控除額の計算式 

Ａ、Ｃ又はＤの全額 

Ａ、Ｃ又はＤ×1/2＋10,000円 

Ａ、Ｃ又はＤ×1/4＋20,000円 

一律に 40,000円 

計算式Ⅱ（旧保険料等用） 
Ｂ又はＥの金額 

25,000円以下 

25,001円から 50,000円まで 

50,001円から 100,000円まで 

100,001円以上 

Ｂ又はＥの全額 

控除額の計算式 

Ｂ又はＥ×1/2＋12,500円 

Ｂ又はＥ×1/4＋25,000円 

一律に 50,000円 

(最高 50,000円) 

 

生命保険料控除額 

計（○イ＋○ロ＋○ハ） 

（最高 120,000 円） 

円 

(最高 40,000円) 

 
計（④＋⑤） 
⑤と⑥のいずれ 
か大きい金額 

 

 

 
Ａの金額を下の計算式Ⅰ（新保険 
料等用）に当てはめて計算した金額 

 Ｂの金額を下の計算式Ⅱ（旧保険 
料等用）に当てはめて計算した金額 

 

住生 太郎 

 

 
(最高 40,000円) 

 

(最高 40,000円) 

 

 

住生 すみれ 

 

 

妻 

妻 

 

 

(最高 50,000円) 

 

 

 

住生 太郎 住生 すみれ 妻 

    

 
Ｃの金額を下の計算式Ⅰ（新保険 
料等用）に当てはめて計算した金額 

 

(最高 40,000円) 

 

 

 

 

 

住生 太郎 

 

 

本人 

 

 

 

支払開始日    ．  ． 

  
支払開始日    ．  ． 

  
支払開始日    ．  ． 

 

新･旧 

の 

区分 

新○旧  

○新旧 

新･旧 

新･旧 

計（①＋②） 
②と③のいずれ 
か大きい金額 

 

72,000 

住生 すみれ 

 

 

 

 

 
(最高 40,000円) 

 
○イ        円 

８１,０００ 

 

 

 

新○旧  

新･旧 

新･旧 

 

 

 

 

 

 

③       円 ①       円 

②       円 

④       円 

⑤       円 

○ロ        円 

⑥       円 

○ハ        円 

住生 太郎 

36,000 
円 
 

 

円 
 

 

円 
 

 

Ｂ         円 

 

38,000 

 
30,500 

40,000 

40,000 

８１,000 

36,000 

72,000 

120,000 

40,000 

120,000 

120,000 

0 0 

50,000 

40,000 

50,000 

１ ２ 

３ ４ ５ 

６ 

生命保険料控除額 

住生 太郎 
Ｈ４１ １０ １ 

生命保険料控除証明書
適用制度：旧制度・新制度
ご契約者 証明年度

住生　太郎　様 平成２４年

＊＊＊お受取人 年金お受取人生年月日

　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

保険種類

　第１１１１１１１１１１１号 　　　終身保険
契 約
年 月 日

配当
方法

積立

お払込方法

　　月払

 一般生命保険料(a)  配当金（相当額）(b) 一般証明額(a)-(b)

 個人年金保険料(c)  配当金（相当額）(d) 個人年金証明額(c)-(d)

 一般生命保険料(e)  配当金（相当額）(f) 一般証明額(e)-(f)

 個人年金保険料(g)  配当金（相当額）(h)

 介護医療保険料(i)  配当金（相当額）(j)

旧制度 平成２４年　１月から　３ヶ月分

新制度 平成２４年　４月から　６ヶ月分

本年度のお払込額を上記のとおり証明いたします。

　　　証明日　証明日

　　平成２４年１０月　３日

 （ご参考）本年（証明年度）12月末時点のご申告予定額は次のとおりです。

　年間一般生命保険料(ｲ) 　配当金（相当額）(ﾛ) 一般申告額(ｲ)-(ﾛ)

　年間個人年金保険料(ﾊ) 　配当金（相当額）(ﾆ) 個人年金申告額(ﾊ)-(ﾆ)

　年間一般保険料(ﾎ) 　配当金（相当額）(ﾍ) 一般申告額(ﾎ)-(ﾍ)

　年間個人年金保険料(ﾄ) 　配当金（相当額）(ﾁ) 個人年金申告額(ﾄ)-(ﾁ)

　年間介護医療保険料(ﾘ) 　配当金（相当額）(ﾇ) 介護医療申告額(ﾘ)-(ﾇ)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

年金支払
期　　間

＊＊＊＊４８０００円

個人年金証明額(g)-(h)

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

保険料払込期間

＊＊年

３６０００円 円 ＊＊＊＊３６０００円

　証券番号

平成14年4月1日

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

介護医療証明額(i)-(j)

５４０００円 円 ＊＊＊＊５４０００円

保険料お払込状態

払込中

保険料

充当期間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

３６０００円 円 ＊＊＊＊３６０００円

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

＊＊＊＊８１０００円

旧
制
度

新
制
度

保 険 期 間

終身

７２０００円 円 ＊＊＊＊７２０００円

円 円

旧
制
度

新
制
度

年金支払開始日

８１０００円 円

４８０００円 円

円 円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

生命保険料控除証明書
適用制度：旧制度（新制度の証明額はありません）
ご契約者 証明年度

住生　太郎　様 平成２４年

年金お受取人 年金お受取人生年月日

　　住生　太郎

保険種類

　第２２２２２２２２２２２号 　　　確定年金
契 約
年 月 日

配当
方法

積立

お払込方法

　　月払

 一般生命保険料(a)  配当金（相当額）(b) 一般証明額(a)-(b)

 個人年金保険料(c)  配当金（相当額）(d) 個人年金証明額(c)-(d)

 一般生命保険料(e)  配当金（相当額）(f) 一般証明額(e)-(f)

 個人年金保険料(g)  配当金（相当額）(h)

 介護医療保険料(i)  配当金（相当額）(j)

旧制度 平成２４年　１月から９ヶ月分

新制度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本年度のお払込額を上記のとおり証明いたします。

　　　証明日　証明日

　　平成２４年１０月　３日

 （ご参考）本年（証明年度）12月末時点のご申告予定額は次のとおりです。

　年間一般生命保険料(ｲ) 　配当金（相当額）(ﾛ) 一般申告額(ｲ)-(ﾛ)

　年間個人年金保険料(ﾊ) 　配当金（相当額）(ﾆ) 個人年金申告額(ﾊ)-(ﾆ)

　年間一般保険料(ﾎ) 　配当金（相当額）(ﾍ) 一般申告額(ﾎ)-(ﾍ)

　年間個人年金保険料(ﾄ) 　配当金（相当額）(ﾁ) 個人年金申告額(ﾄ)-(ﾁ)

　年間介護医療保険料(ﾘ) 　配当金（相当額）(ﾇ) 介護医療申告額(ﾘ)-(ﾇ)

＊＊＊＊９００００円

年金支払
期　　間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

個人年金証明額(g)-(h)

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

保険料払込期間

２１年

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

　証券番号

平成20年10月1日

　　　　１９７０年３月１日

介護医療証明額(i)-(j)

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

保険料お払込状態

払込中

保険料

充当期間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

１２００００円 円 ＊＊＊１２００００円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

旧
制
度

新
制
度

保 険 期 間

＊＊＊

円 円 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊円

円 円

旧
制
度

新
制
度

年金支払開始日

円 円

円 円

９００００円 円

　　　平成41年10月1日

10年

 

１件目 ２件目 

収サ-12-0026(2/2 ﾍﾟｰｼﾞ)必ず他のページもご覧ください。 


